
1/1

ロジックモデルシート（平成27年度実績評価）

乳幼児健診，歯科健
診を実施する

公的病院等に対
し，運営費について
補助を行う

公的病院等の運営
が安定的・継続的
に実施される

154,182千円

乳幼児が各種健診
等を受診する

【事業費】

子育て相談（年12回），未就園児と保護者を対
象に幼児健康教育（年10回）を実施する。小中
学生を対象に思春期講演会他を年9回開催す
る。

【実施内容】

【進捗状況】 上記【実施内容】の記載のとおり，事業を実施し
た。

【実施内容】

【進捗状況】 上記【実施内容】の記載のとおり，事業を実施し
た。

乳幼児が各種健診
等を受診する

乳幼児総合診査事
業を実施する

【事業担当課】

乳幼児健康診査事業:乳幼児期に８回の健診
実施
乳幼児総合診査事業:心身障害児の早期発見
のための診査と療育のための親子教室の実施
幼児歯科保健事業:幼児期に4回の健診実施
絵本の読み聞かせ事業:ボランティアによる健
診での絵本の読み聞かせ

健康推進課

⑤乳幼児健康診査事業

【事業概要】 ①休日，夜間等に入院治療を必要とする小児
重症救急患者を輪番制で診療する病院への運
営費補助を実施する。
②公的病院等に対して特別交付税措置制度を
活用し，運営費補助を実施する。

指定医療機関での1回の治療につき15万円（一
部7万5千円）を限度に助成。初年度は年3回，
2年目以降は年2回までを助成。通算5年間，10
回まで助成。ただし平成26年4月以降初年度申
請の場合，助成回数は6回を限度とし年度内回
数と通算年数を規定しない。

【事業概要】

【事業費】 42,638千円

【別紙】

【実施内容】

【進捗状況】

【進捗状況】 ①休日，夜間等に入院治療を必要とする小児
重症救急患者を輪番制で診療する病院への運
営費補助金を交付（県立中央病院を除く４病
院）。
②公的病院等に対して特別交付税措置制度を
活用し，運営費補助金を交付。

【事業費】 135,221千円

【事業担当課】 企画総務課（保健所）

【実施内容】 ①輪番制参加病院に対して，運営費及び小児
医療受入態勢整備事業に係る補助を行う。
②小児専用病床を有する公的病院及び小児
救急医療提供病院に該当する公的病院に対し
て，特別交付税を財源とした運営費補助を実
施する。

⑥小児救急医療支援事業補助金

【事業担当課】 健康福祉課

【事業担当課】 健康推進課

【事業費】

822千円

事業名

②妊産婦保健事業
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健康推進課
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2-4 母子保健・予防の推進

施策名

母親（妊婦を含む）の
妊娠・出産・育児に
関する知識が増える

妊婦相談，子育て相
談母親教室，ゆった
りママサロン，ママの
安心テレホンを実施
する

乳幼児と保護者を対
象に，子育て相談を
実施する

小施策名

子ども・子育て，若者への支援

小中学生が，思春期
講演会に参加する

未就園児と保護者
が，健康教育に参加
する

乳幼児や未就園児
の保護者が，子育て
に関する知識を得る

小中学生が，思春期
における心や体の状
態等について知識を
深める

妊婦健診を実施する

健康が保たれる。
乳幼児と保護者が，
子育て相談に参加す
る

未就園児と保護者を
対象に，健康教育を
実施する

小中学生を対象に，
思春期講演会を実施
する

事業概要等

健康推進課

小施策

【対象】

子ども，母親

【意図】

97.0 96.0 96.0

妊婦健康診査受診率

【成果指標・実績値・目標値】

A

（単位　％）

母子健康手帳の交付，妊婦一般健康診査受診
票の交付（１４回の健診），母親教室の実施，乳
幼児栄養食品支給（４か月～１歳までの低所得
世帯にミルク月１缶支給），子育て相談，ゆった
りママサロン（育児不安のある母親のサロン），
周産期保健相談強化事業:専用電話での電話
相談（ママの安心テレホン）を実施する

【事業費】 224，173千円

妊婦が健康で妊娠期を過ごし，安全に出産し，
安心して子育てができるよう，母子健康手帳や
妊婦健診受診票の交付を行うとともに，母親教
室や子育て相談等を実施して妊娠・出産・育児
に関する相談や健康教育を行う。

【事業担当課】

【進捗状況】 平成27年10月から「男性不妊治療費への助
成」を開始。また，国の要綱改正により，平成28
年1月20日以降の初回申請について，要件を
満たす者については，助成の上限額が２倍に
引上げられた。
助成実人員192人／男性不妊治療申請0人

①不妊に悩む方への特定治療支援事業

配偶者間の特定不妊治療（体外受精・顕微授
精）に要する費用の一部を助成する

【事業概要】

【実施内容】

疾病や障がいが早
期に発見され，適切
な療育機関で療育が
受けられる

輪番制での診療体
制により，小児救
急運営が安定的・
継続的に実施され
る

不妊治療により妊娠す
る女性が増加する

小施策コード

子どもがいつ病気
になっても安心して
診療を受けられる

異常が早期に発見さ
れ，早期に治療できる

母子の健康維持増進
が促される

安心・安全な出産が確
保される

母親（妊婦を含む）
が，妊娠・出産・育児
についての情報提供
を受ける

母親（妊婦を含む）
が，妊娠・出産・育児
についての悩みや不
安を相談する

小施策
主管課名

施策コード 2

子育てに関する不安
が軽減される

安心して子育てができ
る

不妊に悩む夫婦へ
不妊治療費の一部
を助成する

不妊治療に係る費
用負担が軽減され
る

妊婦が妊婦健診を受
診する

安心して不妊治
療が受けられる
夫婦が増加する

子どもが健全に発育，
発達する

小児重症救急患者
を受け入れる小児
救急輪番制病院等
に対し，運営費に
ついて市が補助を
行う

乳幼児総合診査事
業を実施する

乳幼児健診，歯科健
診を実施する

妊娠届出数2,576件／（内）特定妊婦215人
※特定妊婦とは，若年高年初妊婦・社旗的問
題や既往歴等で支援が必要な妊婦を指す。

乳幼児の健康の保持増進と疾病や発達，発育
及び育児環境上の問題を早期発見するために
月齢に応じた健康診査を実施し，適切な支援
を行う。又，発達の遅れや障がいのある乳幼児
を早期発見するための専門かつ総合的な診査
を実施し，親子教室や個別相談で指導を行う。

【事業概要】

【進捗状況】 上記【実施内容】の記載のとおり，事業を実施し
た。

【実施内容】 １歳６か月健診・３歳児健診の一次集団健診を
玉山地区で年12回実施する

③母子保健事業

【事業概要】 育児についての知識と具体的な育児指導及び
適切な情報提供により，子どもを健やかに育て
るための支援を行う。

【事業費】 412千円

【事業担当課】 健康福祉課

乳幼児の健康の保持増進を図り，疾病や発育
発達及び育児環境上の問題を早期に発見し，
適切な支援を行うため，住民の利便性を考慮し
玉山地区で一次健診を行う。

【事業概要】

④乳幼児保健指導事業
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